
佐賀県職員（公衆衛生医師）募集 
 

佐賀県では、公衆衛生医師（保健所等で勤務する医師）を募集しています。 
専門分野、保健所勤務経験は問いません。 
現在、佐賀県職員として勤務している医師の説明や、本庁、保健福祉事務所等の見学も行

っていますので、健康福祉政策課へまずはお気軽にお問合せください。 
 
１ 業務内容 

県の公衆衛生医師は、県民の健康な生活を守るために、県の保健・医療・福祉行政に携わります。 
業務は、許認可、監視、医療提供体制整備、生活習慣病、感染症対策、精神保健、母子保

険の推進など多岐にわたります。また、災害時には被災地で健康危機管理・公衆衛生学的支援を
行うための派遣や、県職員の衛生管理を担う産業医をお願いする場合もあります。 
 
２ 主な勤務場所 

本庁、各保健福祉事務所、精神保健福祉センター、療育支援センター 
 
３ 採用時期 

随時（基本的には各月１日付け） 
採用時期は、要望に応じて調整させていただきます。 

 
4 募集人数 

1名（適任者がいない場合は、採用を見送ることとなります。） 
 
5 募集資格 

医師免許を有する者で臨床研修（医師法第16 条の２）を修了したもの 
専門分野、保健所勤務経験は問いません。 
ただし、地方公務員法第16 条に該当する次の方は応募できません。 
(1)禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 
(2)佐賀県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者 
(3)日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体

を結成し、又はこれに加入した者 
 
6 応募方法 

(1) 以下の書類を同封し、「10 問い合わせ先」あてに郵送又は持参してください。 
①履歴書︓指定様式（３か月以内に無帽・正面で撮影した写真を貼付） 
②最終学校の卒業証明書（学校が発行した原本に限る） 



③医師免許の写し 
④資格調書︓指定様式 

(2) 応募期間 
通年 
※保健福祉事務所の見学なども可能ですので、まずはお気軽に「10 問い合わせ先」へお問

い合わせください。 
 

７ 選考の実施時期及び場所 
(1) 実施時期 随時 
(2) 場所 佐賀県庁 
  

 
８ 選考の方法 

(1) 書類審査 
(2) 面接 
   ※遠方の場合はウェブ面接も可 

 
＜選考から採用まで＞ 

 
 
 
 
 
９ 勤務条件 

(1) 給与 
○採用時（医師免許取得後、臨床研修（２年間）を修了し、直ちに県に採用された場合） 

年収 約1,090 万円（期末手当、勤勉手当、初任給調整手当を含む） 
○採用時（医師免許取得後、臨床研修（２年間）を修了し、10 年間の臨床経験の後

に県に採用された場合） 
年収 約1,290万円（期末手当、勤勉手当、初任給調整手当を含む） 

このほか、扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当等の諸手当が支給要件
に応じて支給されます。 

給料は、学歴、職歴等を勘案して決定します。また、給与改定により支給額は増減する
ことがあります。 

(2) 勤務時間等 
①勤務時間 １日 7 時間45 分  
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②休 日 等 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、12月29日か
ら翌年1月3日までの日 

③休 暇 等 年次休暇（20日／年）、夏季休暇、慶弔休暇（結婚、忌引）、病気休
暇、産前産後休暇、介護休暇、育児休業など 

※危機管理事案があると変則勤務を行う場合があります。 
 
10 問い合わせ先（応募書類提出先） 

〒840-8570 佐賀市城内1丁目1番59号 
佐賀県健康福祉部健康福祉政策課（佐賀県庁新館3階） 
直通 0952-25-7052 
E-mail kenkoufukushiseisaku@pref.saga.lg.jp 
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